
別記 

全体版仕様書 

 

第１章 総則 

 

1. 目的 

本仕様書は、ねんりんピック彩の国さいたま 2026 の円滑な運営を図るため、個

別業務を一括して委託することについて、必要な細目を定めることを目的とす

る。 

 

2. 件名 

ねんりんピック彩の国さいたま 2026 会場設営等委託業務 

 

3. 履行期間 

契約締結日から令和 8 年 11 月 30 日（月）まで 

 

4. 履行場所 

さいたま市浦和区常盤 6-4-4 外 

 

5. ねんりんピック彩の国さいたま 2026 概要 

⑴正式名称： 

 第 38 回全国健康福祉祭埼玉大会 

⑵愛称： 

 ねんりんピック彩の国さいたま 2026 

⑶主催者： 

 厚生労働省、埼玉県、さいたま市、（一財）長寿社会開発センター 

⑷共催者： 

 スポーツ庁 

⑸大会全体の日程： 

 令和 8 年 11 月 7 日（土）から令和 8 年 11 月 10 日（火）まで 

⑹さいたま市実行委員会の担当種目の日程・場所 

 ＜テニス＞ 

 監督会議の日程：令和 8 年 11 月 7 日（土）16:00～17:00 

 監督会議の場所：さいたま共済会館 5 階 501・502 会議室 

 交流大会の日程：（第 1 日）令和 8 年 11 月 8 日（日）9:00～17:00 

         （第 2 日）令和 8 年 11 月 9 日（月）9:00～16:00 

 交流大会の場所：大宮第二公園 テニスコート 
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 ＜サッカー＞ 

 監督会議の日程：令和 8 年 11 月 7 日（土）16:30～17:30 

 監督会議の場所：さいたま共済会館 6 階 大ホール 

 交流大会の日程：（第 1 日）令和 8 年 11 月 8 日（日）9:00～17:00 

         （第 2 日）令和 8 年 11 月 9 日（月）9:00～17:00 

 交流大会の場所：埼玉スタジアム 2002 

         駒場運動公園 

         八王子スポーツ施設 

 

 ＜なぎなた＞ 

 監督会議の日程：令和 8 年 11 月 7 日（土）16:00～17:00 

 監督会議の場所：埼玉会館 7 階 7A 会議室 

 交流大会の日程：（第 1 日）令和 8 年 11 月 8 日（日）9:30～17:00 

         （第 2 日）令和 8 年 11 月 9 日（月）9:30～13:00 

 交流大会の場所：サイデン化学アリーナさいたま 

 

 ＜軟式野球＞ 

 監督会議の日程：令和 8 年 11 月 7 日（土）16:30～17:30 

 監督会議の場所：埼玉会館 7 階 7B 会議室 

 交流大会の日程：（第 1 日）令和 8 年 11 月 8 日（日）9:00～17:00 

         （第 2 日）令和 8 年 11 月 9 日（月）9:00～17:00 

         （第 3 日）令和 8 年 11 月 10 日（火）9:00～10:30 

 交流大会の場所：レジデンシャルスタジアム大宮 

         アイル・スタジアム浦和 

         さいたま市岩槻川通公園野球場 

 

 ＜俳句＞ 

 交流大会の日程：令和 8 年 11 月 8 日（日）8:00～17:00 

 交流大会の場所：（吟行会場）武蔵一宮氷川神社・大宮公園周辺 

         （式典会場）RaiBoC Hall 

 

※監督会議や各種目の会場については別添 9「会場地一覧（予定）」に記載 

 

6. 用語の定義 

⑴甲：ねんりんピック彩の国さいたま 2026 さいたま市実行委員会 

⑵乙：受託者 
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第 2 章 共通事項 
 

1. 実施体制 

⑴本業務を円滑に実施できる人員体制を整備すること。 

⑵業務履行体系図(組織図)及び緊急電話連絡体制図の作成及び提出をすること。 

⑶本業務に係る責任者及び担当者を適宜配置すること。配置の際は、委託業務 

 に必要な知識、経験を有し、業務の管理を行える者とする。 

⑷乙は、甲から関係団体との協議・打合せ等への出席を求められたときは応じ 

 ること。 

⑸本業務の履行に際し、作業工程表の作成及び提出をすること。なお、作成の際 

 は別添 7「令和 7 年度実施設計」を参考にすること。 

 

2. 法令・条例の遵守 

本業務の履行にあたっては、関係する法令・条例等を遵守すること。 

 

3. 官公庁その他関係機関への手続き 

本業務の履行に際し、官公庁その他関係機関に対する必要な申請手続き等は、

あらかじめ甲へ関係書類等を提示し、承認を得た後、乙がその業務を代行する

こと。なお、申請等に要する費用は、乙の負担とする。 

 

4. 秘密の保持 

本業務の履行に際し、知り得た秘密を外部に漏洩してはならない。業務終了後

も同様とし、本業務に携わる従事者全員に徹底させること。なお、情報資産の

取扱いについては、別添 8「ねんりんピック彩の国さいたま 2026 さいたま市業

務委託契約基準約款」に定める事項を遵守すること。 

 

5. 成果物の帰属 

本業務の成果物（図面、写真等）に関する著作権は、甲に帰属するものとする。 

 

6. 荒天等により中止となった場合 

荒天等により、中止を決定し、前日までに乙に連絡をした場合は、契約金額の

総額の範囲内で、実際に要した経費についてのみ支払い義務を負うものとする。

中止の連絡が当日の場合は、契約金額の総額の範囲内で、乙と協議して取り決

めた金額を支払うものとする。 
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第 3 章 個別業務 
 

  個別業務の詳細は、以下の別添仕様書に定めるところによる。 

  別添 1：会場設営撤去等業務 

  別添 2：会場交通整理・警備業務 

別添 3：俳句式典運営補助業務 

別添 4：案内誘導・チームアテンド業務 

別添 5：交流大会及び各種イベントに係る記録撮影業務 

別添 6：物品調達業務 

 

 

第 4 章 契約に関する条件等 
 

1. 契約金額 

本業務の契約金額には、本業務に関わる一切の経費を含む。 

 

2. 委託料の支払い 

⑴乙は委託業務完了後、「完了報告書」を作成し、甲の検査を受けること。 

⑵甲は適正に履行されたことを確認後、乙から請求書を受領する。 

⑶甲は適法な支払い請求を受けた日から 30 日以内に一括して支払うものとす 

 る。 

 

3. 再委託等について 

乙は委託業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 

ただし、業務を効率的に行うため、あらかじめ甲と協議の上、必要と認められ

たときは、主要な部分を除いて業務の一部を他者に再委託することができる。 

 

第 5 章 その他留意事項 
 

1. 業務内容の変更 

⑴甲は、大会運営上必要があると認めるときは、本仕様書等に定める事項につ 

 いて、乙と協議のうえ変更を指示することができる。 

⑵業務内容の変更により契約金額に増減が発生する場合は、甲乙協議のうえ、 

 変更契約を締結し、契約金額を増減するものとする。 

 

2. 本仕様書に定めのない事項 

その他、本仕様書に定めのない事項については、双方協議のうえ、決定するも

のとする。 
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別添資料一覧 

 
別 添 1 ：会場設営撤去等業務 

別 添 2 ：会場交通整理・警備業務 

別 添 3 ：俳句式典等運営補助業務 

別 添 4 ：案内誘導・チームアテンド業務 

別 添 5 ：交流大会及び各種イベントに係る記録撮影業務 

別 添 6 ：物品調達業務 

別 添 7 ：令和 7 年度実施設計 

別 添 8 ：ねんりんピック彩の国さいたま 2026 さいたま市業務委託契約基準約款 

別 添 9 ：俳句式典想定スケジュール 

別 添 10：会場地一覧（予定） 

別 添 11：設営物・物品等内訳（予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【担 当】 

 ねんりんピック彩の国さいたま２０２６ 

 さいたま市実行委員会 細野 

 住  所：さいたま市浦和区常盤６－４－４ 

 電 話：０４８（８２９）１４５２    

 Ｆ Ａ Ｘ：０４８（８２９）１９８１    

 E - m a i l：nenrin@city.saitama.lg.jp  
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